
事業所登録の手続について 
地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の届出を市に届出いただき、市が

認定することで所定の加算の算定が可能になります。  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

事業者 

① 運営規程の変更 

② 市町障がい福祉課、県指導監査課へ運営規程の変更届を提出 

介護給付費等 の算定に係る

届出等必要書類を添付 

・届出が必要な加算を算定す

る場合は前月の 15 日までに

届け出 

生活支援拠点事業所登

録申請書 

・事業実施予定月の前月

15に理までに届け出 

地域生活支援拠点事

業所登録（不登録）決

定通知書の送付 

県指導監査課・市町 障がい福祉課 

③地域生活支援拠点事業所として登録 


